
農業者等のみなさまへ

盛岡市から電気柵設置費等補助のご案内

野生鳥獣による農作物等の被害を防止するため、農業者等が

電気柵を設置等する場合に、経費の一部を補助します。

資材の購入費の３分の１（１，０００円未満切捨）とし、

補助上限額は１０万円となります！
施工費・資材の送料は補助対象外です。

Ｑ：補助金額はいくらですか？

電気柵を新たに設置する場合のほか、既存の電気柵を修理

する場合や改良する場合にも、補助金が使えます！

（修理・改良の例）既存の電気柵の最下部に柵線を１本追加し、イノシシ対策と
しても使えるようにする。

Ｑ：どのような場合に補助金を使えますか？

このようなお悩みはありませんか？

シカ除けのために、
電気柵を設置したが、
イノシシが増えて、
下から侵入される…

せっかく育てた作物を
シカやイノシシなどに、
食べられてしまう…

電気柵を設置したが、
ワイヤーが古くなって、
漏電して効果が無い…



Ｑ：どのような方が補助対象となりますか？

市税を滞納していない方で、次の①または②に該当する方です。

① 市の区域内に住所を有する農業者等

② 市の区域内に農地等を有する農業者等

※ 農業者等とは、農畜産物の生産を行う方・養蜂業を営む方（ 出荷又は販売を目的とする方）です。

※ 農地等とは、田畑、牧場などその他これに類する場所です。

市ホームページ
（電気柵補助）

～ 電気柵の効果・留意点について ～

電気柵の効果を持続させるためには、

設置後の維持管理が重要です。

こまめに電圧をチェックし、漏電が無いか確認しましょう。

電気が流れていない柵線に野生鳥獣が触れると

痛くないことも学習し、防止効果が無くなります。
可能な限り24時間通電し、電気を流さない場合は、

資材を速やかに回収しましょう。

①

②

・複数の農家と協力して、地域に電気柵を設置したい。
(国の鳥獣対策交付金を活用して、電気柵を整備したい。)
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・地域ぐるみで被害防止策や取組事例を学んでみたい。

【お問い合わせはコチラ】

“地域ぐるみ”で被害対策に取り組んでみませんか？

市の鳥獣被害対策専門員が、地域ぐるみの取組をお手伝いします。

鳥獣被害のお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください！

・地域にシカやイノシシが出没して困っている。

狩猟免許取得費
の補助もあります。


